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平成１６年８月１８日             
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１．事故発生時の状況 
○原子力安全・保安院は、平成１６年８月９日、関西電力㈱から、美浜発電所３

号機（加圧水型、定格電気出力８２万６千キロワット）が自動停止した旨、以下

のとおり報告を受けました。 

 
 美浜発電所３号機は定格熱出力一定運転中のところ、８月９日１５時２８分、

警報
＊
が発報し、原子炉が自動停止しました。 

 
＊ ：蒸気発生器の水位が低いとき及び蒸気発生器に供給する給水流量が蒸気流量よりも少

ないときに発報。 

 
○現地の保安検査官による現場確認の結果、タービン建屋２階の天井付近にある

復水配管において、破口を確認しました。 

 
○この破口から漏えいした蒸気により、事故発生時に現場にいた協力会社の作業

員がやけどを負い、４名が死亡し、７名が負傷しました。負傷者はいずれも、タ

ービン建屋２階において、８月１４日から実施予定の定期検査の準備作業を行っ

ていました。 

 
○なお、本件原子炉は、加圧水型軽水炉といわれるタイプであり、漏えいした蒸

気には、放射性物質は含まれていません。また、各排気筒モニタ及び野外モニタ

の指示値に変動はなく、周辺環境への放射能の影響はありません。 

 
○８月１０日１９：０５、原子炉は安全に低温停止状態に移行しました。 

 
 
２．原因調査 
○ 当該破口箇所は、流量計測を行う部分の下流部であったことが判明してい

ますが、原因については、現在調査中です。 
○ なお、第一回事故調査委員会（後述）では、①水流により配管が減肉する

現象が事故に大きく作用している、②破損部位についての関西電力の自主点検が

的確に行われなかった、との指摘がなされています。 

 
３．当省としての対応 



(１)経済産業大臣による現地調査 
○１０日、経済産業大臣（原子力安全・保安院長同行）が美浜発電所等を訪ね、

事故状況の実態把握と地元関係者との意見交換などを行いました。 

 
(２)現地対策本部の設置 
○９日、原子力安全・保安院審議官を長とする「経済産業省現地対策本部」を設

置し、現地での現場の検証、情報収集など拠点としての役割を果たしています。 

 
(３)美浜発電所３号機２次系配管破損事故調査委員会を設置 
○１０日、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会

に、本件破損事故について調査・検討を進めるための事故調査委員会を設置し、

同日、２名の専門家を現地に派遣して、専門的な調査を開始しました。また、翌

１１日には、第一回事故調査委員会を開催しました。 

 
(４)事故部位と類似の部位に係る報告徴収の実施 
○１１日、電気事業法に基づき、すべての原子力発電所と主要な火力発電所を対

象として、配管の減肉の可能性のある部位についての点検状況（未調査部位の有

無）の調査・報告を命じました。未調査部位のあることが確認された場合は、今

後の対応策についても報告を求めており、必要があれば所要の点検を求めること

としています。（美浜３号機と同型のＰＷＲについては、１０日の時点で同様の

指示を口答で発出しました。） 

 
(５)立入検査 
○１３日、電気事業法等に基づき、原子力安全・保安院審議官の指揮の下、美浜

発電所への立入検査を実施しました。 
※なお、関西電力は、１３日、福井県知事からの要請に応じて、全ての原子力

発電所の運転を計画的に停止し、事故を起こした箇所と類似する箇所等につい

て、直接、健全性を確認することとしています。 

 
 
４．当面の方針 
(１)原因究明と再発防止策の検討 
○事故調査委員会を８月中に３回程度開催する予定です。立入検査や事故調査委

員会における検討の結果を踏まえ、事故原因を究明し、具体的な再発防止策を明

らかにすることとしています。 

 
(２)関西電力による同社の全原子力発電所の点検のチェック 
○原子力安全・保安院としては、本日（８月１８日）までに報告を求めている過

去の肉厚管理点検調査結果について早急にその検証作業を実施します。 
また、これと並行して、関西電力㈱が全原子力発電所を順次停止して実施す



る追加点検について、当院の保安検査官が立ち会いを行います。 

 








